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議案第５４号 

 

   令和３年度西条市一般会計補正予算（第４回）の専決処分について 

 

 令和３年度西条市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２４条第９

項に基づく愛媛県の営業時間短縮の要請に応じた飲食店に対し、協力金を支給するた

めに必要な経費について、早急に予算措置することが適当であると判断し、専決処分

したので、これを報告し、承認を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同

意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第５７号 

 

工事請負契約の締結について 

 

 西衛道施工第１号西条市道前クリーンセンター基幹的設備改良工事について、次の

とおり請負契約を締結するため、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 契約の目的  

  西衛道施工第１号  

西条市道前クリーンセンター基幹的設備改良工事  

 

２ 契約の方法  

  一般競争入札  

 

３ 契約の金額  

  ６，１６０，０００，０００円  

 

４ 契約の相手方  

神鋼環境・安藤工業特定建設工事共同企業体  

代表者 

大阪府大阪市中央区備後町４丁目１番３号 

株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社 

支社長 向   博 之 

   構成員 

    愛媛県西条市三津屋１９０番地１ 

     安藤工業株式会社 

      代表取締役社長 安 藤 善 太 
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提案理由 

 西衛道施工第１号西条市道前クリーンセンター基幹的設備改良工事請負契約の締結

について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億

５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 

 

 

 



6 



7 

議案第５８号 

 

西条市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

 

西条市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  

西条市固定資産評価審査委員会条例（平成１６年西条市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（審査の申出） （審査の申出） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

 ４ 審査申出書には、審査申出人（審査

申出人が法人その他の社団又は財団で

あるときは代表者又は管理人、総代を

互選したときは総代、代理人によって

審査の申出をするときは代理人）が押

印しなければならない。 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

（口頭審理） （口頭審理） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない     

        。 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項

を記載し、提出者がこれに署名押印し

なければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

６～８ （略） ６～８ （略） 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由  

固定資産の価格に関する審査の申出等の手続における押印の義務付けを廃止する

ため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第５９号 

 

西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

西条市火入れに関する条例（平成１６年西条市条例第１６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

様式第１号（第２条関係） 

火入許可申請書 

（略） 

申請者 住所 

氏名       

（略） 

様式第１号（第２条関係） 

火入許可申請書 

（略） 

申請者 住所 

氏名     ㊞ 

（略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



13 

提案理由  

火入れの許可の申請の手続における押印の義務付けを廃止するため、所要の条例

改正を行おうとするものである。  
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議案第６０号 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 

 

 



16 

西条市手数料条例の一部を改正する条例  

西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手数料の免除等） （手数料の免除等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３  市長は、必要があると認めるとき

は、別表第１の２３の２の項及び４８

の項から５３の項までに規定する手数

料を減額することができる。 

３  市長は、必要があると認めるとき

は、別表第１の２３の２の項及び４９

の項から５４の項までに規定する手数

料を減額することができる。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 単位 金額 摘要 

１～３７ （略）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３８       

       

       

       

       

       

       

       

１ 件

に つ

き 

  

種類 単位 金額 摘要 

１～３７ （略）    

３８  租税特別措

置法（昭和３２

年法律第２６号

）第２８条の４

第３項第７号イ

又は同法第６３

条第３項第７号

イの規定に基づ

く優良宅地造成

の認定 

１ 件

に つ

き 

８ ９ ， ０

００円 

 

３９  租税特別措

置法第２８条の

４第３項第５号

イ若しくは第６

３条第３項第５

号イ又は第３１

条の２第２項第

１４号ハ若しく

１ 件

に つ

き 
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 優良宅地造成

の認定 

(1)～(7) (略)    

(8) 造成宅地の

面積が１０ヘ

クタール以上

のとき 

 ９ ０ ０ ，

０００円 

 

３９ （略）    

４０ （略）    

４１ （略）    

４２  開発行為の

許可の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 主として自

己の居住の用

に供する住宅

の建築の用に

供する目的で

行う開発行為 

   

ア、イ (略)    

ウ  開発区域

の面積が０

．３ヘクタ

ール以上０

．６ヘクタ

ール未満の

もの 

 ４ ５ ， ０

００円 

 

エ～カ (略)    

キ  開発区域

の面積が６

ヘクタール

以上１０ヘ

 ２ ３ ０ ，

０００円 

 

は第６２条の３

第４項第１４号

ハの規定に基づ

く優良宅地造成

の認定 

(1)～(7) (略)    

(8) 造成宅地の

面積が１０ヘ

クタール以上

のとき 

 ８ ９ ０ ，

０００円 

 

４０ （略）    

４１ （略）    

４２ （略）    

４３  開発行為の

許可の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 主として自

己の居住の用

に供する住宅

の建築の用に

供する目的で

行う開発行為 

   

ア、イ (略)    

ウ  開発区域

の面積が０

．３ヘクタ

ール以上０

．６ヘクタ

ール未満の

もの 

 ４ ４ ， ０

００円 

 

エ～カ (略)    

キ  開発区域

の面積が６

ヘクタール

以上１０ヘ

 ２ ２ ０ ，

０００円 
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クタール未

満のもの 

ク （略）    

(2) 主として、

住宅以外の建

築物で自己の

業務の用に供

するものの建

築又は自己の

業務の用に供

する特定工作

物の建設の用

に供する目的

で行う開発行

為 

   

ア、イ (略)    

ウ  開発区域

の面積が０

．３ヘクタ

ール以上０

．６ヘクタ

ール未満の

もの 

 ６ ７ ， ０

００円 

 

エ～ク (略)    

(3) その他の開

発行為 

   

ア～キ (略)    

ク  開発区域

の面積が１

０ヘクター

ル以上のも

の 

 ９ ０ ０ ，

０００円 

 

４３  開発行為の

変更許可の申請

に 対 す る 審 査 

１ 件

に つ

き 

次 に 掲 げ

る 額 を 合

算 し た

 

 

クタール未

満のもの 

ク （略）    

(2) 主として、

住宅以外の建

築物で自己の

業務の用に供

するものの建

築又は自己の

業務の用に供

する特定工作

物の建設の用

に供する目的

で行う開発行

為 

   

ア、イ (略)    

ウ  開発区域

の面積が０

．３ヘクタ

ール以上０

．６ヘクタ

ール未満の

もの 

 ６ ６ ， ０

００円 

 

エ～ク (略)    

(3) その他の開

発行為 

   

ア～キ (略)    

ク  開発区域

の面積が１

０ヘクター

ル以上のも

の 

 ８ ９ ０ ，

０００円 

 

４４  開発行為の

変更許可の申請

に 対 す る 審 査 

１ 件

に つ

き 

次 に 掲 げ

る 額 を 合

算 し た
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  額 。 た だ

し 、 そ の

額 が ９ ０

０ ， ０ ０

０ 円 を 超

え る と き

は 、 そ の

手 数 料 の

額 は 、 ９

０ ０ ， ０

０ ０ 円 と

する。 

 

(1)～(3) (略)    

４４ （略）    

４５ （略）    

４６ （略）    

４７ （略）    

４８  建築物に関

する確認の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(4) (略)    

(5) 床面積の合

計が５００平

方メートルを

超え１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ５ １ ， ０

００円 

 

(6) 床面積の合

計が１，００

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

 ７ ２ ， ０

００円 

 

(7) （略）    

  額 。 た だ

し 、 そ の

額 が ８ ９

０ ， ０ ０

０ 円 を 超

え る と き

は 、 そ の

手 数 料 の

額 は 、 ８

９ ０ ， ０

０ ０ 円 と

する。 

 

(1)～(3) (略)    

４５ （略）    

４６ （略）    

４７ （略）    

４８ （略）    

４９  建築物に関

する確認の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(4) (略)    

(5) 床面積の合

計が５００平

方メートルを

超え１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ５ ０ ， ０

００円 

 

(6) 床面積の合

計が１，００

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

 ７ １ ， ０

００円 

 

(7) （略）    
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(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ３ ５ ３ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ６ ８ ３ ，

０００円 

 

４９ （略）    

５０  建築物に関

する完了検査の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(7) (略)    

(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ２ ６ ８ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ２ ８ ，

０００円 

 

５１  建築設備又

は工作物に関す

る完了検査の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) （略）    

(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ３ ５ ２ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ６ ８ ２ ，

０００円 

 

５０ （略）    

５１  建築物に関

する完了検査の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(7) (略)    

(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ２ ６ ７ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ２ ７ ，

０００円 

 

５２  建築設備又

は工作物に関す

る完了検査の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) （略）    
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(2) 小荷物専用

昇降機を設置

した場合 

 １ ３ ， ０

００円 

 

(3) （略）    

５２  中間検査を

行った建築物に

関する完了検査

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(4) (略)    

(5) 床面積の合

計が５００平

方メートルを

超え１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ５ ０ ， ０

００円 

 

(6)、(7) (略)    

(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ２ ６ ３ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ２ ３ ，

０００円 

 

５３  建築物に関

する中間検査の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

(1)～(5) (略)    

(6) 床面積の合 ７ ４ ， ０ 

(2) 小荷物専用

昇降機を設置

した場合 

 １ ２ ， ０

００円 

 

(3) （略）    

５３  中間検査を

行った建築物に

関する完了検査

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1)～(4) (略)    

(5) 床面積の合

計が５００平

方メートルを

超え１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ４ ９ ， ０

００円 

 

(6)、(7) (略)    

(8) 床面積の合

計が１０，０

００平方メー

トルを超え５

０，０００平

方メートル以

内のもの 

 ２ ６ ２ ，

０００円 

 

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ２ ２ ，

０００円 

 

５４  建築物に関

する中間検査の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

(1)～(5) (略)    

(6) 床面積の合 ７ ３ ， ０ 
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計が１，００

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

００円 

(7)、(8) (略)    

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ５ １ ，

０００円 

 

５４  検査済証の

交付を受ける前

における建築物

等の仮使用認定

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ６ ，

０００円 

 

５５ （略）    

５６ （略）    

５６の２ （略）    

５７ （略）    

５８ （略）    

５９ （略）    

６０ （略）    

６１  用途地域等

における建築等

許可の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

２ ０ １ ，

０ ０ ０ 円

（建築基準

法 （ 昭 和

２ ５ 年 法

律 第 ２ ０

１ 号 ） 第

４ ８ 条 第

１ ６ 項 第

１ 号 に 該

 

 

 

 

 

 

 

  

計が１，００

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

００円 

(7)、(8) (略)    

(9) 床面積の合

計が５０，０

００平方メー

トルを超える

もの 

 ５ ５ ０ ，

０００円 

 

５５  検査済証の

交付を受ける前

における建築物

等の仮使用認定

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ５ ，

０００円 

 

５６ （略）    

５７ （略）    

５７の２ （略）    

５８ （略）    

５９ （略）    

６０ （略）    

６１ （略）    

６２  用途地域等

における建築等

許可の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

２ ０ ０ ，

０ ０ ０ 円

（建築基準

法 （ 昭 和

２ ５ 年 法

律 第 ２ ０

１ 号 ） 第

４ ８ 条 第

１ ６ 項 第

１ 号 に 該
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当 す る 場

合 に あ っ

て は １ ３

２ ， ０ ０

０ 円 、 同

項 第 ２ 号

に 該 当 す

る 場 合 に

あ っ て は

１ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

） 

   

６２ （略）    

６３ （略）    

６４ （略）    

６５ （略）    

６６ （略）    

６７ （略）    

６８ （略）    

６９ （略）    

７０ （略）    

７１  特例容積率

適用地区におけ

る建築物の特例

容積率の限度の

指定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物の敷

地の数が２で

ある場合 

 ８ ９ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の敷

地の数が３以

上である場合 

 

 

 ８ ９ ， ０

０ ０ 円 に

２ を 超 え

る 建 築 物

の 敷 地 の

 

 

 

 

 

当 す る 場

合 に あ っ

て は １ ３

２ ， ０ ０

０ 円 、 同

項 第 ２ 号

に 該 当 す

る 場 合 に

あ っ て は

１ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

） 

   

６３ （略）    

６４ （略）    

６５ （略）    

６６ （略）    

６７ （略）    

６８ （略）    

６９ （略）    

７０ （略）    

７１ （略）    

７２  特例容積率

適用地区におけ

る建築物の特例

容積率の限度の

指定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物の敷

地の数が２で

ある場合 

 ８ ８ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の敷

地の数が３以

上である場合 

 

 

 ８ ８ ， ０

０ ０ 円 に

２ を 超 え

る 建 築 物

の 敷 地 の
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  数 に ３ ２

， ０ ０ ０

円 を 乗 じ

て 得 た 額

を 加 算 し

た額 

 

７２ （略）    

７３ （略）    

７４ （略）    

７５ （略）    

７６ （略）    

７７ （略）    

７７の２ （略）    

７８ （略）    

７９ （略）    

８０ （略）    

８１ （略）    

８２ （略）    

８３ （略）    

８４ （略）    

８５ （略）    

８６ （略）    

８７ （略）    

８８ （略）    

８９ （略）    

９０ （略）    

９１  仮設興行場

等の建築許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ６ ，

０００円 

 

９１の２ （略）    

９２  総合的設計

による一団地の

建築物の特例認

定の申請に対す

１ 件

に つ

き 

  

 

  数 に ３ ２

， ０ ０ ０

円 を 乗 じ

て 得 た 額

を 加 算 し

た額 

 

７３ （略）    

７４ （略）    

７５ （略）    

７６ （略）    

７７ （略）    

７８ （略）    

７８の２ （略）    

７９ （略）    

８０ （略）    

８１ （略）    

８２ （略）    

８３ （略）    

８４ （略）    

８５ （略）    

８６ （略）    

８７ （略）    

８８ （略）    

８９ （略）    

９０ （略）    

９１ （略）    

９２  仮設興行場

等の建築許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ５ ，

０００円 

 

９２の２ （略）    

９３  総合的設計

による一団地の

建築物の特例認

定の申請に対す

１ 件

に つ

き 
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る審査 

(1) 建築物の数

が１又は２で

ある場合 

 ８ ９ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が３以上であ

る場合 

 ８ ９ ， ０

０ ０ 円 に

２ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算

した額 

 

   

９３  既存建築物

を前提とした総

合的設計による

建築物の特例認

定の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（既

存建築物を除

く。以下この

項において同

じ。）の数が１

である場合 

 ８ ９ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 ８ ９ ， ０

０ ０ 円 に

１ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算

 

る審査 

(1) 建築物の数

が１又は２で

ある場合 

 ８ ８ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が３以上であ

る場合 

 ８ ８ ， ０

０ ０ 円 に

２ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算

した額 

 

   

９４  既存建築物

を前提とした総

合的設計による

建築物の特例認

定の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（既

存建築物を除

く。以下この

項において同

じ。）の数が１

である場合 

 ８ ８ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 ８ ８ ， ０

０ ０ 円 に

１ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算
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  した額  

９４  広い空地を

有する総合的設

計による一団地

の建築物の容積

率又は各部分の

高さの特例許可

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

  

   

(1) 建築物の数

が１又は２で

ある場合 

 ２ ７ １ ，

０００円 

 

(2) 建築物の数

が３以上であ

る場合 

 ２ ７ １ ，

０ ０ ０ 円

に ２ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

９５  広い空地を

有する既存建築

物を前提とした

総合的設計によ

る一団の土地の

建築物の容積率

又は各部分の高

さの特例許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（既

存建築物を除

く。以下この

 ２ ７ １ ，

０００円 

 

  した額  

９５  広い空地を

有する総合的設

計による一団地

の建築物の容積

率又は各部分の

高さの特例許可

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

  

   

(1) 建築物の数

が１又は２で

ある場合 

 ２ ６ ９ ，

０００円 

 

(2) 建築物の数

が３以上であ

る場合 

 ２ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

に ２ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

９６  広い空地を

有する既存建築

物を前提とした

総合的設計によ

る一団の土地の

建築物の容積率

又は各部分の高

さの特例許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（既

存建築物を除

く。以下この

 ２ ６ ９ ，

０００円 

 



27 

項において同

じ。）の数が１

である場合 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 ２ ７ １ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

   

９６  一敷地内認

定建築物以外の

建築物の建築認

定の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（一

敷地内認定建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

る場合 

 ８ ９ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 ８ ９ ， ０

０ ０ 円 に

１ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算

した額 

 

   

項において同

じ。）の数が１

である場合 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 ２ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

   

９７  一敷地内認

定建築物以外の

建築物の建築認

定の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（一

敷地内認定建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

る場合 

 ８ ８ ， ０

００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 ８ ８ ， ０

０ ０ 円 に

１ を 超 え

る 建 築 物

の 数 に ３

２ ， ０ ０

０ 円 を 乗

じ て 得 た

額 を 加 算

した額 
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９７  一敷地内認

定建築物以外の

建築物の容積率

又は各部分の高

さの特例許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

   

(1) 建築物（一

敷地内認定建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

る場合 

 ２ ７ １ ，

０００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 ２ ７ １ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

９８  一敷地内許

可建築物以外の

建築物の建築許

可の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（一

敷地内許可建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

 ２ ７ １ ，

０００円 

 

９８  一敷地内認

定建築物以外の

建築物の容積率

又は各部分の高

さの特例許可の

申請に対する審

査 

１ 件

に つ

き 

  

   

(1) 建築物（一

敷地内認定建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

る場合 

 ２ ６ ９ ，

０００円 

 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 ２ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

９９  一敷地内許

可建築物以外の

建築物の建築許

可の申請に対す

る審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物（一

敷地内許可建

築物を除く。

以下この項に

おいて同じ。）

の数が１であ

 ２ ６ ９ ，

０００円 
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る場合 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

２ ７ １ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

   

９９  （略）    

１００ （略）    

１０１ （略）    

１０２ （略）    

１０３  建築物の

一時的な用途の

変更の許可の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ６ ，

０ ０ ０ 円

（用途を変

更 し て 特

別 興 業 場

等 と す る

場 合 に あ

っ て は 、

１ ８ ２ ，

０ ０ ０ 円

） 

 

１０４ （略）    

１０５ （略）    

１０６ （略）    

１０７ （略）    

１０８  長期優良

住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 住宅の新築   

る場合 

(2) 建築物の数

が２以上であ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

２ ６ ９ ，

０ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 建 築

物 の 数 に

３ ２ ， ０

０ ０ 円 を

乗 じ て 得

た 額 を 加

算した額 

 

   

１００ （略）    

１０１ （略）    

１０２ （略）    

１０３ （略）    

１０４  建築物の

一時的な用途の

変更の許可の申

請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

１ ３ ５ ，

０ ０ ０ 円

（用途を変

更 し て 特

別 興 業 場

等 と す る

場 合 に あ

っ て は 、

１ ８ ２ ，

０ ０ ０ 円

） 

 

１０５ （略）    

１０６ （略）    

１０７ （略）    

１０８ （略）    

１０９  長期優良

住宅建築等計画

の認定の申請に

対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 住宅の新築   
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に係る長期優

良住宅建築等

計画が建築基

準法第６条第

１項に規定す

る建築基準関

係規定に適合

するかどうか

の審査を申し

出ない者 

ア  長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律（

平成２０年

法律第８７

号）第６条

第１項各号

に掲げる基

準の適合性

に関し、住

宅の品質確

保の促進等

に関する法

律（平成１

１年法律第

８１号）第

５条第１項

に規定する

登録住宅性

能評価機関

の技術的審

査を受けて

いる場合 

   

( ｱ ) １戸建 １ ２ ， ８ 

に係る長期優

良住宅建築等

計画が建築基

準法第６条第

１項に規定す

る建築基準関

係規定に適合

するかどうか

の審査を申し

出ない者 

ア  長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律（

平成２０年

法律第８７

号）第６条

第１項各号

に掲げる基

準の適合性

に関し、住

宅の品質確

保の促進等

に関する法

律（平成１

１年法律第

８１号）第

５条第１項

に規定する

登録住宅性

能評価機関

の技術的審

査を受けて

いる場合 

   

( ｱ ) １戸建 １ １ ， ７ 
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て の 専 用

住 宅 （ 人

の 居 住 の

用 以 外 の

用 途 に 供

す る 部 分

を 有 し な

い 住 宅 を

い う 。 以

下 こ の 項

に お い て

同じ。） 

００円 

( ｲ ) 共同住

宅 等 （ 共

同 住 宅 、

長 屋 そ の

他 １ 戸 建

て の 専 用

住 宅 以 外

の 住 宅 を

い う 。 以

下 こ の 項

に お い て

同じ。） 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ ２ ， ８

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ２ ５ ， １

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

 ４ １ ， ４

００円 

 

て の 専 用

住 宅 （ 人

の 居 住 の

用 以 外 の

用 途 に 供

す る 部 分

を 有 し な

い 住 宅 を

い う 。 以

下 こ の 項

に お い て

同じ。） 

００円 

( ｲ ) 共同住

宅 等 （ 共

同 住 宅 、

長 屋 そ の

他 １ 戸 建

て の 専 用

住 宅 以 外

の 住 宅 を

い う 。 以

下 こ の 項

に お い て

同じ。） 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ １ ， ７

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ２ ３ ， ０

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

 ３ ７ ， ９

００円 
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０ 以 下

のもの 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ７ ３ ， ３

００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 １ １ １ ，

７００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 １ ７ ９ ，

０００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ２ ８ ０ ，

９００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ３ ４ ４ ，

４００円 

 

イ  評価方法

基準（平成

１３年国土

交通省告示

   

０ 以 下

のもの 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ６ ７ ， ７

００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 １ ０ ２ ，

４００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 １ ６ ４ ，

１００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ２ ５ ６ ，

４００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ３ １ ３ ，

８００円 

 

イ  評価方法

基準（平成

１３年国土

交通省告示
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第１３４７

号 ） の う

ち、長期使

用構造等と

するための

措置及び維

持保全の方

法の基準（

平成２１年

国土交通省

告示第２０

９号）の中

で引用され

ている基準

に適合して

いることが

表示された

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律第６条

第１項の規

定に基づく

設計住宅性

能評価書の

交付を受け

ている場合

 次に掲げ

る住宅の区

分に応じ、

それぞれ次

に定める金

額 

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

 １ ９ ， ６

００円 

 

第１３４７

号 ） の う

ち、長期使

用構造等と

するための

措置及び維

持保全の方

法の基準（

平成２１年

国土交通省

告示第２０

９号）の中

で引用され

ている基準

に適合して

いることが

表示された

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律第６条

第１項の規

定に基づく

設計住宅性

能評価書の

交付を受け

ている場合

 次に掲げ

る住宅の区

分に応じ、

それぞれ次

に定める金

額 

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

 １ ７ ， ７

００円 
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住宅 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ ９ ， ６

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ４ ３ ， ２

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ６ ８ ， ５

００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 １ ２ ６ ，

９００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

 ２ ０ ３ ，

５００円 

 

住宅 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ ７ ， ７

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ３ ９ ， ０

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ６ １ ， ７

００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 １ １ ４ ，

９００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

 １ ８ ３ ，

３００円 
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下 の も

の 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 ３ ３ ７ ，

６００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ５ ８ ８ ，

２００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ８ ０ １ ，

１００円 

 

ウ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 ５ ６ ， ５

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

下 の も

の 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 ３ ０ ３ ，

９００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ５ ２ ７ ，

７００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ７ １ ７ ，

７００円 

 

ウ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 ５ １ ， ３

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 
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ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 ５ ６ ， ５

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 １ ３ ３ ，

１００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ２ １ ２ ，

２００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ４ ２ ４ ，

９００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 ７ ４ ６ ，

９００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 １ ， ２ ８

２ ， ３ ０

０円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

 ２ ， ３ ４

７ ， ９ ０

０円 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 ５ １ ， ３

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 １ ２ ０ ，

７００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 １ ９ ２ ，

５００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ３ ８ ５ ，

７００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 ６ ７ ７ ，

１００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 １ ， １ ６

２ ， ２ ０

０円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

 ２ ， １ ２

６ ， ３ ０

０円 
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０ 以 下

のもの 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ３ ， ３ ４

２ ， ４ ０

０円 

 

(2) 住宅の増築

又は改築に係

る長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

   

ア  長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

６条第１項

各号に掲げ

る基準の適

合 性 に 関

し、住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律第

５条第１項

に規定する

登録住宅性

能評価機関

   

０ 以 下

のもの 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ３ ， ０ ２

５ ， ９ ０

０円 

 

(2) 住宅の増築

又は改築に係

る長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

   

ア  長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

６条第１項

各号に掲げ

る基準の適

合 性 に 関

し、住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律第

５条第１項

に規定する

登録住宅性

能評価機関
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の技術的審

査を受けて

いる場合 

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 １ ６ ， ９

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ ６ ， ９

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ３ １ ， ５

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ５ ３ ， ２

００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

 ８ ４ ， １

００円 

 

の技術的審

査を受けて

いる場合 

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 １ ５ ， １

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 １ ５ ， １

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 ２ ８ ， ２

００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ４ ７ ， ５

００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

 ７ ５ ， １

００円 
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の 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 １ ４ ２ ，

１００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 ２ ２ ７ ，

４００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ３ ８ ２ ，

０００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ４ ７ ９ ，

５００円 

 

イ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 ８ ２ ， ４

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同

 

の 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 １ ２ ７ ，

０００円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

もの 

 ２ ０ ３ ，

２００円 

 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ３ ４ １ ，

３００円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ４ ２ ８ ，

６００円 

 

イ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

て の 専 用

住宅 

 ７ ３ ， ６

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

 共 同 住 宅

等 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 同
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時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 ８ ２ ， ４

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 １ ９ ３ ，

５００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ３ ０ ９ ，

６００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ６ １ １ ，

４００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 １ ， ０ ９

４ ， ９ ０

０円 

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

 １ ， ８ ８

２ ， ３ ０

０円 

 

時 に 申 請

す る 住 戸

の 数 で 除

し て 得 た

金額 

ａ  総 戸

数 が １

のもの 

 ７ ３ ， ６

００円 

 

ｂ  総 戸

数 が ２

以 上 ５

以 下 の

もの 

 １ ７ ２ ，

８００円 

 

ｃ  総 戸

数 が ６

以 上 １

０ 以 下

のもの 

 ２ ７ ６ ，

４００円 

 

ｄ  総 戸

数 が １

１ 以 上

２ ５ 以

下 の も

の 

 ５ ４ ５ ，

９００円 

 

ｅ  総 戸

数 が ２

６ 以 上

５ ０ 以

下 の も

の 

 ９ ７ ７ ，

５ ０ ０ 円

   

 

ｆ  総 戸

数 が ５

１ 以 上

１ ０ ０

以 下 の

 １ ， ６ ８

０ ， ５ ０

０円 
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もの 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ３ ， ４ ８

２ ， ５ ０

０円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ４ ， ９ ７

６ ， ５ ０

０円 

 

( 3 ) 長期優

良 住 宅 建

築 等 計 画

が 建 築 基

準 法 第 ６

条 第 １ 項

に 規 定 す

る 建 築 基

準 関 係 規

定 に 適 合

す る か ど

う か の 審

査 を 申 し

出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア  （ 略

） 

 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

 

もの 

ｇ  総 戸

数 が １

０ １ 以

上 ２ ０

０ 以 下

のもの 

 ３ ， １ ０

９ ， １ ０

０円 

 

ｈ  総 戸

数 が ２

０ １ 以

上 の も

の 

 ４ ， ４ ４

３ ， ０ ０

０円 

 

( 3 ) 長期優

良 住 宅 建

築 等 計 画

が 建 築 基

準 法 第 ６

条 第 １ 項

に 規 定 す

る 建 築 基

準 関 係 規

定 に 適 合

す る か ど

う か の 審

査 を 申 し

出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア  （ 略

） 

 

  イ  ４ ９

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に
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応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請 

す る 住 

 

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請 

す る 住 
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戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 

１０９  長期優良

住宅建築等計画

の変更認定の申

請に対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

 １ ０ ８ の

項種類欄 (

1 ) の ア か

ら ウ ま で

又は(2)の

ア 若 し く

は イ に 掲

げ る 場 合

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当

該 手 数 料

の 金 額 の

２ 分 の １

に 相 当 す

る額 

 

(2) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

 

戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 

１１０  長期優良

住宅建築等計画

の変更認定の申

請に対する審査 

１ 戸

に つ

き 

 (略) 

(1) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

 １ ０ ９ の

項種類欄 (

1 ) の ア か

ら ウ ま で

又は(2)の

ア 若 し く

は イ に 掲

げ る 場 合

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当

該 手 数 料

の 金 額 の

２ 分 の １

に 相 当 す

る額 

 

(2) 長期優良住

宅建築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出る

者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分
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が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ ０

８ の 項

種 類 欄

(1)のア

か ら ウ

ま で 又

は (2)の

ア 若 し

く は イ

に 掲 げ

る 場 合

の 区 分

に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 

 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

 

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ ０

９ の 項

種 類 欄

(1)のア

か ら ウ

ま で 又

は (2)の

ア 若 し

く は イ

に 掲 げ

る 場 合

の 区 分

に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 

 

  イ  ４ ９

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項
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摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請

す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 

 

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 を

同 時 に

申 請 す

る 住 戸

の 数 で

除 し て

得た額 

  ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

を 同 時

に 申 請

す る 住

戸 の 数

で 除 し

て 得 た

額 
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１１０  都市の低

炭素化の促進に

関する法律（平

成２４年法律第

８４号）第５３

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画の認定の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

  (略) 

ア  １戸建て

の住宅（人

の居住の用

以外の用途

に供する部

分（以下こ

の項におい

て「非住宅

部分」とい

う。）を有し

ないものに

限る。以下

この項にお

いて同じ。） 

 ４ １ ， ７

００円 

 

イ  共同住宅   

１１１  都市の低

炭素化の促進に

関する法律（平

成２４年法律第

８４号）第５３

条第１項の規定

に基づく低炭素

建築物新築等計

画の認定の申請

に対する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 低炭素建築

物新築等計画

が建築基準法

第６条第１項

に規定する建

築基準関係規

定に適合する

かどうかの審

査を申し出な

い者 

  (略) 

ア  １戸建て

の住宅（人

の居住の用

以外の用途

に供する部

分（以下こ

の項におい

て「非住宅

部分」とい

う。）を有し

ないものに

限る。以下

この項にお

いて同じ。） 

 ３ ７ ， ８

００円 

 

イ  共同住宅   
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等（共同住

宅、長屋そ

の他１戸建

ての住宅以

外の住宅を

いう。以下

この項にお

いて同じ。） 

( ｱ ) 認定申

請 区 分 が

住戸のみ 

   

ａ  戸 数

が １ の

もの 

 ４ １ ， ７

００円 

 

ｂ  戸 数

が ２ 以

上 ５ 以

下 の も

の 

 ８ ３ ， ９

００円 

 

ｃ  戸 数

が ６ 以

上 １ ０

以 下 の

もの 

 １ １ ８ ，

０００円 

 

ｄ  戸 数

が １ １

以 上 ２

５ 以 下

のもの 

 １ ６ ６ ，

０００円 

 

ｅ  戸 数

が ２ ６

以 上 ５

０ 以 下

のもの 

 ２ ３ ８ ，

４００円 

 

ｆ  戸 数 ３ ４ ２ ， 

等（共同住

宅、長屋そ

の他１戸建

ての住宅以

外の住宅を

いう。以下

この項にお

いて同じ。） 

( ｱ ) 認定申

請 区 分 が

住戸のみ 

   

ａ  戸 数

が １ の

もの 

 ３ ７ ， ８

００円 

 

ｂ  戸 数

が ２ 以

上 ５ 以

下 の も

の 

 ７ ６ ， ０

００円 

 

ｃ  戸 数

が ６ 以

上 １ ０

以 下 の

もの 

 １ ０ ６ ，

９００円 

 

ｄ  戸 数

が １ １

以 上 ２

５ 以 下

のもの 

 １ ５ ０ ，

３００円 

 

ｅ  戸 数

が ２ ６

以 上 ５

０ 以 下

のもの 

 ２ １ ５ ，

９００円 

 

ｆ  戸 数 ３ ０ ９ ， 
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が ５ １

以 上 １

０ ０ 以

下 の も

の 

１００円 

ｇ  戸 数

が １ ０

１ 以 上

２ ０ ０

以 下 の

もの 

 ４ ６ ４ ，

３００円 

 

ｈ  戸 数

が ２ ０

１ 以 上

３ ０ ０

以 下 の

もの 

 ６ ０ ９ ，

８００円 

 

ｉ  戸 数

が ３ ０

１ 以 上

のもの 

 ７ １ ７ ，

３００円 

 

( ｲ ) 認定の

申 請 区 分

が 住 棟 全

体 又 は 住

戸 及 び 当

該 住 棟 全

体 

 イ(ｱ)に掲

げ る 住 棟

全 体 の 戸

数 に 応 じ

た 区 分 と

同 一 の 額

に 加 え 、

認 定 に 係

る 住 棟 の

共 用 部 分

の 床 面 積

の 合 計 が

次 の 区 分

に 応 じ 、

 

が ５ １

以 上 １

０ ０ 以

下 の も

の 

７００円 

ｇ  戸 数

が １ ０

１ 以 上

２ ０ ０

以 下 の

もの 

 ４ ２ ０ ，

４００円 

 

ｈ  戸 数

が ２ ０

１ 以 上

３ ０ ０

以 下 の

もの 

 ５ ５ ２ ，

１００円 

 

ｉ  戸 数

が ３ ０

１ 以 上

のもの 

 ６ ４ ９ ，

４００円 

 

( ｲ ) 認定の

申 請 区 分

が 住 棟 全

体 又 は 住

戸 及 び 当

該 住 棟 全

体 

 イ(ｱ)に掲

げ る 住 棟

全 体 の 戸

数 に 応 じ

た 区 分 と

同 一 の 額

に 加 え 、

認 定 に 係

る 住 棟 の

共 用 部 分

の 床 面 積

の 合 計 が

次 の 区 分

に 応 じ 、

 



49 

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 合

算 し た 金

額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 内

のもの 

 １ ３ ２ ，

３００円 

 

ｂ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの 

 ２ １ ８ ，

１００円 

 

ｃ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

５ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

内 の も

の 

 ３ ３ ９ ，

５００円 

 

ｄ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

 ４ ３ ５ ，

８００円 

 

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 合

算 し た 金

額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 内

のもの 

 １ １ ９ ，

９００円 

 

ｂ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの 

 １ ９ ７ ，

５００円 

 

ｃ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

５ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

内 の も

の 

 ３ ０ ７ ，

３００円 

 

ｄ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

 ３ ９ ４ ，

５００円 
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を 超 え

１ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの 

ｅ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 内

のもの 

 ５ ２ ０ ，

７００円 

 

ｆ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

 ６ ０ ６ ，

５００円 

 

ウ  複合建築

物（住宅と

非住宅部分

とを有する

建築物をい

う。以下こ

の項におい

て同じ。） 

   

(ｱ) （略）    

( ｲ ) 認定の イ(ｱ)に掲 

を 超 え

１ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの 

ｅ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 内

のもの 

 ４ ７ １ ，

４００円 

 

ｆ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

 ５ ４ ９ ，

１００円 

 

ウ  複合建築

物（住宅と

非住宅部分

とを有する

建築物をい

う。以下こ

の項におい

て同じ。） 

   

(ｱ) （略）    

( ｲ ) 認定の イ(ｱ)に掲 
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申 請 区 分

が 複 合 建

築 物 全 体

又 は 住 戸

及 び 当 該

複 合 建 築

物全体 

げ る 住 棟

全 体 の 戸

数 に 応 じ

た 区 分 と

同 一 の

額、イ(ｲ)

に 掲 げ る

共 用 部 分

の 床 面 積

の 合 計 に

応 じ た 区

分 と 同 一

の 額 及 び

非 住 宅 部

分 に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 審

査 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 合

算 し た 金

額 

ａ  ｂ に

掲 げ る

審 査 以

外 の 審

査 

   

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

 ２ ９ １ ，

７００円 

 

申 請 区 分

が 複 合 建

築 物 全 体

又 は 住 戸

及 び 当 該

複 合 建 築

物全体 

げ る 住 棟

全 体 の 戸

数 に 応 じ

た 区 分 と

同 一 の

額、イ(ｲ)

に 掲 げ る

共 用 部 分

の 床 面 積

の 合 計 に

応 じ た 区

分 と 同 一

の 額 及 び

非 住 宅 部

分 に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 審

査 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る 額 を 合

算 し た 金

額 

ａ  ｂ に

掲 げ る

審 査 以

外 の 審

査 

   

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

 ２ ６ ４ ，

３００円 
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の も

の 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ２

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ４ ６ ４ ，

９００円 

 

（c） ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ６ ６ １ ，

５００円 

 

（d） ５ 

， ０

 ８ １ １ ，

２００円 

 

の も

の 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ２

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ４ ２ ０ ，

９００円 

 

（c） ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ５ ９ ８ ，

８００円 

 

（d） ５ 

， ０

 ７ ３ ４ ，

３００円 
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０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

内 の

もの 

（e） １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル を

超 え

２ ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ９ ５ ６ ，

１００円 

 

（f） ２

５ ，

０ ０

０ 平

 １ ， ０ ９

１ ， ２ ０

０円 

 

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

内 の

もの 

（e） １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル を

超 え

２ ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 ８ ６ ５ ，

５００円 

 

（f） ２

５ ，

０ ０

０ 平

 ９ ８ ７ ，

８ ０ ０ 円
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方 メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

ｂ  建 築

物 に 係

る エ ネ

ル ギ ー

の 使 用

の 合 理

化 の 一

層 の 促

進 そ の

他 の 建

築 物 の

低 炭 素

化 の 促

進 の た

め に 誘

導 す べ

き 基 準

（平成２

４ 年 経

済 産 業

省 ・ 国

土 交 通

省 ・ 環

境 省 告

示 第 １

１ ９ 号

） Ⅰ 第

１ の １

の １ ―

   

方 メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

ｂ  建 築

物 に 係

る エ ネ

ル ギ ー

の 使 用

の 合 理

化 の 一

層 の 促

進 そ の

他 の 建

築 物 の

低 炭 素

化 の 促

進 の た

め に 誘

導 す べ

き 基 準

（平成２

４ 年 経

済 産 業

省 ・ 国

土 交 通

省 ・ 環

境 省 告

示 第 １

１ ９ 号

） Ⅰ 第

１ の １

の １ ―
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２ た だ

し 書 及

び ２ の

２ ― １

た だ し

書 に 定

め る 方

法 に よ

る審査 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 １ ０ ５ ，

６００円 

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ２

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 １ ７ ６ ，

８００円 

 

( c )  ２ 

， ０

０ ０

 ２ ８ ６ ，

１００円 

 

２ た だ

し 書 及

び ２ の

２ ― １

た だ し

書 に 定

め る 方

法 に よ

る審査 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 １ ０ ５ ，

５００円 

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ２

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

 １ ７ ６ ，

５００円 

 

( c )  ２ 

， ０

０ ０

 ２ ８ ５ ，

６００円 

 



56 

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

内 の

もの 

 ３ ７ ３ ，

５００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

 ４ ４ ８ ，

７００円 

 

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

を 超

え １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

内 の

もの 

 ３ ７ ２ ，

９００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

 ４ ４ ８ ，

０００円 
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ル を

超 え

２ ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

( f )  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

 ５ ２ ６ ，

４００円 

 

エ （略）    

(2) 低炭素建築物

新築等計画が建

築基準法第６条

第１項に規定す

る建築基準関係

規定に適合する

かどうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

 

ル を

超 え

２ ５

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 内

の も

の 

( f )  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

 ５ ２ ５ ，

５００円 

 

エ （略）    

(2) 低炭素建築物

新築等計画が建

築基準法第６条

第１項に規定す

る建築基準関係

規定に適合する

かどうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に
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限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア (略)  

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料 

 

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア (略)  

  イ  ４ ９

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

  ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料 
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の 金 額

と 同 一

の額 

１１１  都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画の変更認定

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

 １ １ ０ の

項種類欄 (

1 ) に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

額 

(略) 

(2) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

 

の 金 額

と 同 一

の額 

１１２  都市の低

炭素化の促進に

関する法律第５

５条第１項の規

定に基づく低炭

素建築物新築等

計画の変更認定

の申請に対する

審査 

１ 件

に つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

 １ １ １ の

項種類欄 (

1 ) に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

額 

(略) 

(2) 変更に係る

低炭素建築物

新築等計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分
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が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ １

０ の 項

種類欄 (

1 ) に 掲

げ る 場

合 の 区

分 に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 。 た

だ し 、

都 市 の

低 炭 素

化 の 促

進 に 関

す る 法

律 第 ５

４ 条 第

１ 項 に

掲 げ る

基 準 の

適 合 性

に 関

し 、 登

 

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

  ア  １ １

１ の 項

種類欄 (

1 ) に 掲

げ る 場

合 の 区

分 に 応

じ 、 そ

れ ぞ れ

当 該 手

数 料 の

金 額 の

２ 分 の

１ に 相

当 す る

額 。 た

だ し 、

都 市 の

低 炭 素

化 の 促

進 に 関

す る 法

律 第 ５

４ 条 第

１ 項 に

掲 げ る

基 準 の

適 合 性

に 関

し 、 登
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録 住 宅

性 能 評

価 機 関

若 し く

は 登 録

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

判 定 機

関 の 技

術 的 審

査 を 受

け た も

の 又 は

設 計 住

宅 性 能

評 価 書

の 交 付

を 受 け

た も の

以 外 の

も の で

あ る 場

合 に 限

る。 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

 

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

若 し く

は 登 録

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

判 定 機

関 の 技

術 的 審

査 を 受

け た も

の 又 は

設 計 住

宅 性 能

評 価 書

の 交 付

を 受 け

た も の

以 外 の

も の で

あ る 場

合 に 限

る。 

  イ  ４ ９

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄
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に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１２  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第１項及び第

１３条第２項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能適合性

判定に係る審査 

１ 件

に つ

き 

  

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１３  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第１項及び第

１３条第２項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能適合性

判定に係る審査 

１ 件

に つ

き 
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(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令（平

成２８年経済

産業省・国土

交通省令第１

号）第１条第

１項第１号イ

に規定する一

次エネルギー

消費量（以下

この項におい

て「一次エネ

ルギー消費量

」という。）の

算定対象とな

る部分を有す

る建築物 

   

ア  同号イに

掲げる基準

による審査 

 次 に 掲 げ

る 主 要 な

用 途 の 部

分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( ｱ ) 工場、

倉 庫 そ の

他 市 長 が

定 め る 用

途 （ 以 下

こ の 項 に

お い て 「

工 場 等 の

 非 住 宅 部

分 （ 建 築

物 の エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 の

向 上 に 関

す る 法 律

第 １ １ 条

 

(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令（平

成２８年経済

産業省・国土

交通省令第１

号）第１条第

１項第１号イ

に規定する一

次エネルギー

消費量（以下

この項におい

て「一次エネ

ルギー消費量

」という。）の

算定対象とな

る部分を有す

る建築物 

   

ア  同号イに

掲げる基準

による審査 

 次 に 掲 げ

る 主 要 な

用 途 の 部

分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( ｱ ) 工場、

倉 庫 そ の

他 市 長 が

定 め る 用

途 （ 以 下

こ の 項 に

お い て 「

工 場 等 の

 非 住 宅 部

分 （ 建 築

物 の エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 の

向 上 に 関

す る 法 律

第 １ １ 条
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用 途 」 と

いう。） 

第 １ 項 に

規 定 す る

非 住 宅 部

分 を い

う 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。）の床

面 積 の 合

計 に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ５ ２ ， ２

００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 １ ２ ３ ，

４００円 

 

用 途 」 と

いう。） 

第 １ 項 に

規 定 す る

非 住 宅 部

分 を い

う 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。）の床

面 積 の 合

計 に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ５ ２ ， １

００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 １ ２ ３ ，

２００円 
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ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ８ ２ ，

５００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ２ ２ ５ ，

４００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ２ ７ ８ ，

８００円 

 

( ｲ ) その他

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ８ ２ ，

２００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ２ ２ ５ ，

０００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ２ ７ ８ ，

３００円 

 

( ｲ ) その他

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め
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る金額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ４ ４ ５ ，

５００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ６ ３ ５ ，

６００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ７ ８ ２ ，

９００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

 ９ ２ ５ ，

３００円 

 

る金額 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ４ ４ ４ ，

７００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ６ ３ ４ ，

６００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 ７ ８ １ ，

６００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

 ９ ２ ３ ，

８００円 
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０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 １ ， ０ ５

５ ， ６ ０

０円 

 

イ  同号ロに

掲げる基準

による審査 

 次 に 掲 げ

る 主 要 な

用 途 の 部

分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( ｱ ) 工場等

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

 ４ ５ ， ８

００円 

 

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 １ ， ０ ５

３ ， ９ ０

０円 

 

イ  同号ロに

掲げる基準

による審査 

 次 に 掲 げ

る 主 要 な

用 途 の 部

分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( ｱ ) 工場等

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

 ４ ５ ， ７

００円 
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ト ル 未

満 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 １ １ ５ ，

３００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ７ ３ ，

６００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ２ １ ５ ，

７００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

 ２ ６ ７ ，

５００円 

 

ト ル 未

満 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 １ １ ５ ，

２００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ７ ３ ，

３００円 

 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ２ １ ５ ，

３００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

 ２ ６ ７ ，

０００円 
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ル以上 

( ｲ ) その他

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ７ ６ ，

８００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ２ ８ ６ ，

１００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

 ３ ７ ３ ，

５００円 

 

ル以上 

( ｲ ) その他

の用途 

 非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

に つ い

て 、 次 に

掲 げ る 面

積 の 区 分

に 応 じ 、

そ れ ぞ れ

次 に 定 め

る金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

 １ ７ ６ ，

５００円 

 

ｂ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ２ ８ ５ ，

６００円 

 

ｃ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

 ３ ７ ２ ，

９００円 
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０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ４ ４ ８ ，

７００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ５ ２ ６ ，

４００円 

 

(2) （略）    

１１３  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第２項及び第

１３条第３項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能確保計

画の変更に係る

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定審査 

１ 件

に つ

き 

１ １ ２ の

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

(略) 

１１４  建築物の１ 件１ １ ２ の(略) 

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 

ｄ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ４ ４ ８ ，

０００円 

 

ｅ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ５ ２ ５ ，

５００円 

 

(2) （略）    

１１４  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第１２

条第２項及び第

１３条第３項の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能確保計

画の変更に係る

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定審査 

１ 件

に つ

き 

１ １ ３ の

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

(略) 

１１５  建築物の１ 件１ １ ３ の(略) 
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エネルギー消費

性能の向上に関

する法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令第

５号）第１１条

の規定に基づく

建築物エネルギ

ー消費性能確保

計画の軽微な変

更に関する証明

書の交付 

に つ

き 

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

   

１１５  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第２９

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

   

ア  建築物の

エネルギー

   

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律施行規

則（平成２８年

国土交通省令第

５号）第１１条

の規定に基づく

建築物エネルギ

ー消費性能確保

計画の軽微な変

更に関する証明

書の交付 

に つ

き 

項 種 類 欄

に 掲 げ る

建 築 物 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

   

１１６  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第２９

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定の申請に対

する審査 

１ 件

に つ

き 

  

(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出ない

者 

   

ア  建築物の

エネルギー
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消費性能の

向上に関す

る法律第３

０条第１項

に規定する

基準の適合

性に関し、

登録住宅性

能評価機関

若しくは登

録建築物エ

ネルギー消

費性能判定

機関の技術

的審査を受

けている場

合又は設計

住宅性能評

価書の交付

を受けてい

る場合 

( ｱ ) １戸建

て の 住 宅

（人の居住

の 用 以 外

の 用 途 に

供 す る 部

分 （ 以 下

こ の 項 に

お い て 「

非 住 宅 部

分 」 と い

う。）を有

し な い も

の に 限

 ６ ， １ ０

０円 

 

消費性能の

向上に関す

る法律第３

０条第１項

に規定する

基準の適合

性に関し、

登録住宅性

能評価機関

若しくは登

録建築物エ

ネルギー消

費性能判定

機関の技術

的審査を受

けている場

合又は設計

住宅性能評

価書の交付

を受けてい

る場合 

( ｱ ) １戸建

て の 住 宅

（人の居住

の 用 以 外

の 用 途 に

供 す る 部

分 （ 以 下

こ の 項 に

お い て 「

非 住 宅 部

分 」 と い

う。）を有

し な い も

の に 限

 ５ ， ５ ０

０円 
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る 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。） 

( ｲ ) 共同住

宅 等 （ 共

同 住 宅 、

長 屋 そ の

他 １ 戸 建

て の 住 宅

以 外 の 住

宅 を い

う 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。） 

   

ａ 住戸  申 請 に 係

る 住 戸 の

数 に つ い

て 、 種 類

欄 に 掲 げ

る 戸 数 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( a )  １

戸 

 ６ ， １ ０

０円 

 

( b )  ２

戸 以

上 ４

戸 以

下 

 １ １ ， ９

００円 

 

( c )  ５ ２ ４ ， ９ 

る 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。） 

( ｲ ) 共同住

宅 等 （ 共

同 住 宅 、

長 屋 そ の

他 １ 戸 建

て の 住 宅

以 外 の 住

宅 を い

う 。 以 下

こ の 項 に

お い て 同

じ。） 

   

ａ 住戸  申 請 に 係

る 住 戸 の

数 に つ い

て 、 種 類

欄 に 掲 げ

る 戸 数 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

 

( a )  １

戸 

 ５ ， ５ ０

０円 

 

( b )  ２

戸 以

上 ４

戸 以

下 

 １ ０ ， ７

００円 

 

( c )  ５ ２ ２ ， ３ 
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戸 以

上 １

５ 戸

以下 

００円 

( d )  １

６ 戸

以 上

４ ５

戸 以

下 

 ５ ５ ， ３

００円 

 

( e )  ４

６ 戸

以上 

 ９ ９ ， ０

００円 

 

ｂ (略)    

( ｳ ) 非住宅

建 築 物 （

人 の 居 住

の 用 に 供

す る 部 分

を 有 し な

い 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て同じ。） 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

のもの 

 １ １ ， ８

００円 

 

ｂ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

 ３ ２ ， ８

００円 

 

戸 以

上 １

５ 戸

以下 

００円 

( d )  １

６ 戸

以 上

４ ５

戸 以

下 

 ４ ９ ， ５

００円 

 

( e )  ４

６ 戸

以上 

 ８ ８ ， ６

００円 

 

ｂ (略)    

( ｳ ) 非住宅

建 築 物 （

人 の 居 住

の 用 に 供

す る 部 分

を 有 し な

い 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

項 に お い

て同じ。） 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

ａ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

のもの 

 １ ０ ， ６

００円 

 

ｂ  ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ， ０

 ２ ９ ， ３

００円 
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０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の 

ｃ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

のもの 

 ９ ７ ， ５

００円 

 

ｄ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の 

 １ ５ ４ ，

２００円 

 

ｅ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

 １ ９ ４ ，

６００円 

 

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の 

ｃ  ２ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

のもの 

 ８ ７ ， １

００円 

 

ｄ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の 

 １ ３ ７ ，

７００円 

 

ｅ  １ ０

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

 １ ７ ３ ，

８００円 
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未 満 の

もの 

ｆ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

のもの 

 ２ ４ ３ ，

２００円 

 

(ｴ) （略）    

イ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

ての住宅 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ４ １ ， ７

００円 

 

ｂ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ４ ６ ， ６

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

   

ａ 住戸  申 請 に 係

る 住 戸 の

数 に つ い

て 、 種 類

 

未 満 の

もの 

ｆ  ２ ５

， ０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

のもの 

 ２ １ ７ ，

１００円 

 

(ｴ) （略）    

イ  その他の

場合 

   

( ｱ ) １戸建

ての住宅 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ３ ７ ， ３

００円 

 

ｂ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ４ １ ， ６

００円 

 

( ｲ ) 共同住

宅等 

   

ａ 住戸  申 請 に 係

る 住 戸 の

数 に つ い

て 、 種 類
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欄 に 掲 げ

る 戸 数 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

( a )  １

戸 （

床 面

積 の

合 計

が ２

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未 満

の 住

戸 に

限る。

） 

 ４ １ ， ７

００円 

 

( b )  １

戸 （

床 面

積 の

合 計

が ２

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

の 住

戸 に

 ４ ６ ， ６

００円 

 

欄 に 掲 げ

る 戸 数 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 次 に

定 め る 金

額 

( a )  １

戸 （

床 面

積 の

合 計

が ２

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未 満

の 住

戸 に

限る。

） 

 ３ ７ ， ３

００円 

 

( b )  １

戸 （

床 面

積 の

合 計

が ２

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

の 住

戸 に

 ４ １ ， ６

００円 
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限る。

） 

( c )  ２

戸 以

上 ４

戸 以

下 

 ８ ３ ， ９

００円 

 

（ d )  ５

戸 以

上 １

５ 戸

以下 

 １ ３ ９ ，

８００円 

 

( e )  １

６ 戸

以 上

４ ５

戸 以

下 

 ２ ３ ８ ，

２００円 

 

（ f )  ４

６ 戸

以上 

 ３ ４ １ ，

７００円 

 

ｂ (略)    

( ｳ ) 非住宅

建築物 

   

ａ  建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 基 準

等 を 定

め る 省

令 第 １

０ 条 第

１号イ(

1 ) 及 び

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

限る。

） 

( c )  ２

戸 以

上 ４

戸 以

下 

 ７ ５ ， ０

００円 

 

（ d )  ５

戸 以

上 １

５ 戸

以下 

 １ ２ ４ ，

９００円 

 

( e )  １

６ 戸

以 上

４ ５

戸 以

下 

 ２ １ ２ ，

７００円 

 

（ f )  ４

６ 戸

以上 

 ３ ０ ５ ，

３００円 

 

ｂ (略)    

( ｳ ) 非住宅

建築物 

   

ａ  建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 基 準

等 を 定

め る 省

令 第 １

０ 条 第

１号イ(

1 ) 及 び

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 
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ロ(1)に

掲 げ る

基 準 に

よ る 審

査 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ２ ７ ５ ，

６００円 

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ４ ４ ５ ，

５００円 

 

( c )  ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

 ６ ３ ５ ，

６００円 

 

ロ(1)に

掲 げ る

基 準 に

よ る 審

査 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ２ ４ ６ ，

０００円 

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ３ ９ ７ ，

７００円 

 

( c )  ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

 ５ ６ ７ ，

５００円 
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ー ト

ル 未

満 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ７ ８ ２ ，

９００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ９ ２ ５ ，

３００円 

 

( f )  ２

５ ，

０ ０

 １ ， ０ ５

５ ， ６ ０

０円 

 

ー ト

ル 未

満 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ６ ９ ８ ，

９００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ８ ２ ６ ，

１００円 

 

( f )  ２

５ ，

０ ０

 ９ ４ ２ ，

４ ０ ０ 円
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０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

ｂ  同 号

イ(2)及

びロ(2)

に 掲 げ

る 基 準

に よ る

審査 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 １ ０ ５ ，

６００円 

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 １ ７ ６ ，

８００円 

 

( c )  ２  ２ ８ ６ ， 

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

ｂ  同 号

イ(2)及

びロ(2)

に 掲 げ

る 基 準

に よ る

審査 

 床 面 積 の

合 計 に つ

い て 、 種

類 欄 に 掲

げ る 面 積

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

 

( a )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ９ ４ ， ３

００円  

 

( b )  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 １ ５ ７ ，

９００円 

 

( c )  ２  ２ ５ ５ ， 
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， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

１００円 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ３ ７ ３ ，

５００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

 ４ ４ ８ ，

７００円 

 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

４００円 

( d )  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ３ ３ ３ ，

４００円 

 

( e )  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

 ４ ０ ０ ，

６００円 
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５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

( f )  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 ５ ２ ６ ，

４００円 

 

(ｴ) （略）    

(2) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア (略)  

  イ  ４ ８

の 項 種

 

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

( f )  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 ４ ７ ０ ，

０００円 

 

(ｴ) （略）    

(2) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画が

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

に適合するか

どうかの審査

を申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

金額 

 

  ア (略)  

  イ  ４ ９

の 項 種
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類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

  ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１６  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

１ 件

に つ

き 

 (略) 

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

同 一 の

額 

  ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

１１７  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

１ 件

に つ

き 

 (略) 
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する法律第３１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

変更の認定の申

請に対する審査 

   

(1) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出ない者 

 １ １ ５ の

項種類欄 (

1 ) ア 又 は

イ に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

 

(2) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た

 

する法律第３１

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

変更の認定の申

請に対する審査 

   

(1) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出ない者 

 １ １ ６ の

項種類欄 (

1 ) ア 又 は

イ に 掲 げ

る 場 合 の

区 分 に 応

じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該

手 数 料 の

金 額 の ２

分 の １ に

相 当 す る

金額 

 

(2) 変更に係る

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画が建

築基準法第６

条第１項に規

定する建築基

準関係規定に

適合するかど

うかの審査を

申し出る者 

 次 に 掲 げ

る 額 （ ウ

に 掲 げ る

額 に あ っ

て は 、 当

該 審 査 に

建 築 基 準

法 第 ８ ７

条 の ４ の

昇 降 機 に

係 る 部 分

が 含 ま れ

る 場 合 に

限る。）を

合 算 し た
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金額 

  ア  １ １

５ の 項

種類欄 (

1 ) ア 又

は イ に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

の ２ 分

の １ に

相 当 す

る額 

 

  イ  ４ ８

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と

 

金額 

  ア  １ １

６ の 項

種類欄 (

1 ) ア 又

は イ に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

の ２ 分

の １ に

相 当 す

る額 

 

  イ  ４ ９

の 項 種

類 欄 に

掲 げ る

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 同 項

摘 要 欄

に 規 定

す る と

こ ろ に

よ り 算

定 し た

当 該 手

数 料 の

金 額 と
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同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ４ ９

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１７  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

のエネルギー消

費性能に係る認

定の申請に対す

る審査 

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

２条第３号に

規定する建築

物エネルギー

消費性能基準

１ 件

に つ

き 

  

   

同 一 の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ  ５ ０

の 項 種

類欄 (1)

から (4)

ま で に

掲 げ る

場 合 の

区 分 に

応 じ 、

そ れ ぞ

れ 当 該

手 数 料

の 金 額

と 同 一

の額 

 

   

１１８  建築物の

エネルギー消費

性能の向上に関

する法律第３６

条第１項の規定

に基づく建築物

のエネルギー消

費性能に係る認

定の申請に対す

る審査 

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

２条第３号に

規定する建築

物エネルギー

消費性能基準

１ 件

に つ

き 
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の適合性に関

し、登録住宅

性能評価機関

若しくは登録

建築物エネル

ギー消費性能

判定機関の技

術的審査を受

けている場合

又は建築物の

エネルギー消

費性能の向上

に関する法律

第１２条第１

項若しくは第

１３条第２項

の規定に基づ

く建築物エネ

ルギー消費性

能 適 合 性 判

定、同法第３

０条第１項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画の認

定若しくは都

市の低炭素化

の促進に関す

る法律第５４

条第１項の規

定に基づく低

炭素建築物新

築等計画の認

定を受けてい

の適合性に関

し、登録住宅

性能評価機関

若しくは登録

建築物エネル

ギー消費性能

判定機関の技

術的審査を受

けている場合

又は建築物の

エネルギー消

費性能の向上

に関する法律

第１２条第１

項若しくは第

１３条第２項

の規定に基づ

く建築物エネ

ルギー消費性

能 適 合 性 判

定、同法第３

０条第１項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画の認

定若しくは都

市の低炭素化

の促進に関す

る法律第５４

条第１項の規

定に基づく低

炭素建築物新

築等計画の認

定を受けてい
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る場合（これ

らの建築物エ

ネルギー消費

性能適合性判

定又は認定に

係る建築物に

ついて建築基

準法第７条第

５項、第７条

の２第５項又

は第１８条第

１８項の規定

により検査済

証の交付を受

けている場合

に限る。）又は

住宅の品質確

保の促進等に

関する法律第

６条第３項に

規定する建設

住宅性能評価

書の交付を受

けている場合 

ア  １戸建て

の住宅（人

の居住の用

以外の用途

に供する部

分（以下こ

の項におい

て「非住宅

部分」とい

う。）を有し

ないものに

 ６ ， １ ０

０円 

 

る場合（これ

らの建築物エ

ネルギー消費

性能適合性判

定又は認定に

係る建築物に

ついて建築基

準法第７条第

５項、第７条

の２第５項又

は第１８条第

１８項の規定

により検査済

証の交付を受

けている場合

に限る。）又は

住宅の品質確

保の促進等に

関する法律第

６条第３項に

規定する建設

住宅性能評価

書の交付を受

けている場合 

ア  １戸建て

の住宅（人

の居住の用

以外の用途

に供する部

分（以下こ

の項におい

て「非住宅

部分」とい

う。）を有し

ないものに

 ５ ， ５ ０

０円 

 



90 

限る。以下

この項にお

いて同じ。） 

イ  共同住宅

等（共同住

宅、長屋そ

の他１戸建

ての住宅以

外の住宅を

いう。以下

この項にお

いて同じ。） 

   

( ｱ ) ２戸以

上 ４ 戸 以

下 

 １ １ ， ９

００円 

 

( ｲ ) ５戸以

上 １ ５ 戸

以下 

 ２ ４ ， ９

００円 

 

( ｳ ) １６戸

以 上 ４ ５

戸以下 

 ５ ５ ， ３

００円 

 

( ｴ ) ４６戸

以上 

 ９ ９ ， ０

００円 

 

ウ  非住宅建

築物（人の

居住の用に

供する部分

を有しない

建築物をい

う。以下こ

の項におい

て同じ。） 

   

( ｱ ) ３００

平 方 メ ー

トル未満 

 １ １ ， ８

００円 

 

限る。以下

この項にお

いて同じ。） 

イ  共同住宅

等（共同住

宅、長屋そ

の他１戸建

ての住宅以

外の住宅を

いう。以下

この項にお

いて同じ。） 

   

( ｱ ) ２戸以

上 ４ 戸 以

下 

 １ ０ ， ７

００円 

 

( ｲ ) ５戸以

上 １ ５ 戸

以下 

 ２ ２ ， ３

００円 

 

( ｳ ) １６戸

以 上 ４ ５

戸以下 

 ４ ９ ， ５

００円 

 

( ｴ ) ４６戸

以上 

 ８ ８ ， ６

００円 

 

ウ  非住宅建

築物（人の

居住の用に

供する部分

を有しない

建築物をい

う。以下こ

の項におい

て同じ。） 

   

( ｱ ) ３００

平 方 メ ー

トル未満 

 １ ０ ， ６

００円 
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( ｲ ) ３００

平 方 メ ー

ト ル 以 上

２ ， ０ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 未

満 

 ３ ２ ， ８

００円 

 

( ｳ ) ２，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 上 ５ ，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル未満 

 ９ ７ ， ５

００円 

 

( ｴ ) ５，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 上 １ ０

， ０ ０ ０

平 方 メ ー

トル未満 

 １ ５ ４ ，

２００円 

 

( ｵ ) １０，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 上 ２

５ ， ０ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 未

満 

 １ ９ ４ ，

６００円 

 

( ｶ ) ２５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル以上 

 ２ ４ ３ ，

２００円 

 

エ （略）    

(2) その他の場   

( ｲ ) ３００

平 方 メ ー

ト ル 以 上

２ ， ０ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 未

満 

 ２ ９ ， ３

００円 

 

( ｳ ) ２，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 上 ５ ，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル未満 

 ８ ７ ， １

００円 

 

( ｴ ) ５，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 上 １ ０

， ０ ０ ０

平 方 メ ー

トル未満 

 １ ３ ７ ，

７００円 

 

( ｵ ) １０，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 上 ２

５ ， ０ ０

０ 平 方 メ

ー ト ル 未

満 

 １ ７ ３ ，

８００円 

 

( ｶ ) ２５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル以上 

 ２ １ ７ ，

１００円 

 

エ （略）    

(2) その他の場   
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合 

ア  １戸建て

の住宅 

  

( ｱ ) 建築物

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 基 準 等

を 定 め る

省 令 第 １

条 第 １ 項

第２号イ(

1)(i)及び

ロ(1)に掲

げ る 基 準

に よ る 審

査 

  

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ４ １ ， ７

００円 

 

ｂ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ４ ６ ， ６

００円 

 

(ｲ) 同号イ(

2)(i)及び

ロ(2)に掲

げ る 基 準

に よ る 審

査 

   

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ２ １ ， ５

００円 

 

ｂ  ２ ０ ２ ３ ， １ 

合 

ア  １戸建て

の住宅 

  

( ｱ ) 建築物

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 基 準 等

を 定 め る

省 令 第 １

条 第 １ 項

第２号イ(

1)(i)及び

ロ(1)に掲

げ る 基 準

に よ る 審

査 

  

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 ３ ７ ， ３

００円 

 

ｂ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

 ４ １ ， ６

００円 

 

(ｲ) 同号イ(

2)(i)及び

ロ(2)に掲

げ る 基 準

に よ る 審

査 

   

ａ  ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル未満 

 １ ９ ， ２

００円 

 

ｂ  ２ ０ ２ ０ ， ７ 
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０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

００円 

(ｳ) 同号イ(

3)及びロ(

3 )に掲げ

る 基 準 （

以 下 「 仕

様 基 準 」

という。）

に よ る 審

査 

   

a ２００

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 ２ １ ， ５

００円 

 

b ２００

平 方 メ

ー ト ル

以上 

 ２ ３ ， １

００円 

 

イ  共同住宅

等 

   

(ｱ) 同号イ

(1)及びロ

(1)による

審査 

  

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ８ ３ ， ９

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 １ ３ ９ ，

８００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

 ２ ３ ８ ，

２００円 

 

０ 平 方

メ ー ト

ル以上 

００円 

(ｳ) 同号イ(

3)及びロ(

3 )に掲げ

る 基 準 （

以 下 「 仕

様 基 準 」

という。）

に よ る 審

査 

   

a ２００

平 方 メ

ー ト ル

未満 

 １ ９ ， ２

００円 

 

b ２００

平 方 メ

ー ト ル

以上 

 ２ ０ ， ７

００円 

 

イ  共同住宅

等 

   

(ｱ) 同号イ

(1)及びロ

(1)による

審査 

  

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ７ ５ ， ０

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 １ ２ ４ ，

９００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

 ２ １ ２ ，

７００円 
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４ ５ 戸

以下 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 ３ ４ １ ，

７００円 

 

(ｲ) 同号イ(

2 )（ i i）

及びロ(2)

に 掲 げ る

基 準 に よ

る審査 

   

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ４ ０ ， ２

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 ６ ９ ， ４

００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

４ ５ 戸

以下 

 １ ２ ５ ，

７００円 

 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 １ ９ ０ ，

４００円 

 

( ｳ ) 仕様基

準 に よ る

審査 

   

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ４ ０ ， ２

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 ６ ９ ， ４

００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

 １ ２ ５ ，

７００円 

 

４ ５ 戸

以下 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 ３ ０ ５ ，

３００円 

 

(ｲ) 同号イ(

2 )（ i i）

及びロ(2)

に 掲 げ る

基 準 に よ

る審査 

   

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ３ ５ ， ９

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 ６ ２ ， １

００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

４ ５ 戸

以下 

 １ １ ２ ，

３００円 

 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 １ ７ ０ ，

２００円 

 

( ｳ ) 仕様基

準 に よ る

審査 

   

ａ  ２ 戸

以 上 ４

戸以下 

 ３ ５ ， ９

００円 

 

ｂ  ５ 戸

以 上 １

５ 戸 以

下 

 ６ ２ ， １

００円 

 

ｃ  １ ６

戸 以 上

 １ １ ２ ，

３００円 
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４ ５ 戸

以下 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 １ ９ ０ ，

４００円 

 

ウ  非住宅

建築物 

   

( ｱ )  同項

第 １ 号

イ に 掲

げ る 基

準 に よ

る審査 

  

ａ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ２ ７ ５ ，

６００円 

 

ｂ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ４ ４ ５ ，

５００円 

 

ｃ  ２ 

， ０

０ ０

平 方

 ６ ３ ５ ，

６００円 

 

４ ５ 戸

以下 

ｄ  ４ ６

戸以上 

 １ ７ ０ ，

２００円 

 

ウ  非住宅

建築物 

   

( ｱ )  同項

第 １ 号

イ に 掲

げ る 基

準 に よ

る審査 

  

ａ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ２ ４ ６ ，

０００円 

 

ｂ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ３ ９ ７ ，

７００円 

 

ｃ  ２ 

， ０

０ ０

平 方

 ５ ６ ７ ，

５００円 
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メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｄ  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ７ ８ ２ ，

９００円 

 

ｅ  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

 ９ ２ ５ ，

３００円 

 

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｄ  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ６ ９ ８ ，

９００円 

 

ｅ  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

 ８ ２ ６ ，

１００円 
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方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｆ  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 １ ， ０ ５

５ ， ６ ０

０円 

 

( ｲ )  同号

ロ に 掲

げ る 基

準 に よ

る審査 

   

ａ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 １ ０ ５ ，

６００円 

 

 

ｂ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

 １ ７ ６ ，

８００円 

 

方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｆ  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 ９ ４ ２ ，

４ ０ ０ 円

   

 

( ｲ )  同号

ロ に 掲

げ る 基

準 に よ

る審査 

   

ａ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ９ ４ ， ３

００円  

 

 

ｂ  ３

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

２ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

 １ ５ ７ ，

９００円 
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満 

ｃ  ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ２ ８ ６ ，

１００円 

 

ｄ  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ３ ７ ３ ，

５００円 

 

ｅ  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

 ４ ４ ８ ，

７００円 

 

満 

ｃ  ２ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

 ２ ５ ５ ，

４００円 

 

ｄ  ５ 

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

以 上

１ ０

， ０

０ ０

平 方

メ ー

ト ル

未満 

 ３ ３ ３ ，

４００円 

 

ｅ  １

０ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

 ４ ０ ０ ，

６００円 
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ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｆ  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 ５ ２ ６ ，

４００円 

 

エ （略）    
 

ル 以

上 ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 未

満 

ｆ  ２

５ ，

０ ０

０ 平

方 メ

ー ト

ル 以

上 

 ４ ７ ０ ，

０００円 

 

エ （略）    
   

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。  
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提案理由 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等に基づく申請に係る手数料について、

愛媛県及び愛媛県内の他の市と均衡を図るため、所要の条例改正を行おうとするもの

である。 

 

関係法令 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（手数料） 

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のために

するものにつき、手数料を徴収することができる。 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこ

れを定めなければならない。（以下略） 

２、３ （略） 
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議案第６１号 

 

西条市税条例の一部を改正する条例について 

 

西条市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市税条例の一部を改正する条例 

西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等

割のみを課すべきもののうち、前年の

合計所得金額が２８万円にその者の同

一生計配偶者及び扶養親族（年齢１６

歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

る。以下この項において同じ。）の数に

１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合に

は、当該金額に１６万８，０００円を

加算した金額）以下である者に対して

は、均等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等

割のみを課すべきもののうち、前年の

合計所得金額が２８万円にその者の同

一生計配偶者及び扶養親族     

                 

              の数に

１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合に

は、当該金額に１６万８，０００円を

加算した金額）以下である者に対して

は、均等割を課さない。 

（個人均等割の税率の軽減） （個人均等割の税率の軽減） 

第３２条 次の各号に掲げる者のいずれ

かに該当する納税義務者に対して課す

る均等割の額は、前条第１項の額から

それぞれ当該各号に掲げる額を減額し

たものとする。ただし、第２号に掲げ

る者に該当する納税義務者にあって

は、同号の規定により計算した減額す

べき額が８００円を超える場合には、

８００円とする。 

第３２条 次の各号に掲げる者のいずれ

かに該当する納税義務者に対して課す

る均等割の額は、前条第１項の額から

それぞれ当該各号に掲げる額を減額し

たものとする。ただし、第２号に掲げ

る者に該当する納税義務者にあって

は、同号の規定により計算した減額す

べき額が８００円を超える場合には、

８００円とする。 

(1) 均等割を納付する義務がある同一

生計配偶者又は扶養親族（年齢１６

歳未満の者及び控除対象扶養親族に

限る。） ８００円 

(1) 均等割を納付する義務がある同一

生計配偶者又は扶養親族     

                

     ８００円 

(2) （略） (2) （略） 
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（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、扶

養親族（年齢１６歳未満の者に限る。）

を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、扶

養親族（控除対象扶養親族を除く 。）

を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

附 則 附 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

（個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得

について第３３条の規定により算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林

所得金額の合計額が、３５万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族（年

齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得

について第３３条の規定により算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林

所得金額の合計額が、３５万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族  
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族に限る。以下この項において同じ。）

の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に３２万円を加算

した金額）以下である者に対しては、

第２３条第１項の規定にかかわらず、

市民税の所得割（分離課税に係る所得

割を除く。）を課さない。 

                 

の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に３２万円を加算

した金額）以下である者に対しては、

第２３条第１項の規定にかかわらず、

市民税の所得割（分離課税に係る所得

割を除く。）を課さない。 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の４第３項の規定に該当

する場合における第３４条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の４第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することが

できる。 

第６条 平成３０年度から令和４年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の４第３項の規定に該当

する場合における第３４条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の４第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することが

できる。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、第２４条第２項、第

３２条第１号及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第５条第１項の

改正規定並びに次条の規定は、令和６年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の西条市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が公布されたことに伴

い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第６２号 

 

西条市壬生川財産区管理会条例の一部を改正する条例について 

 

西条市壬生川財産区管理会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市壬生川財産区管理会条例の一部を改正する条例 

西条市壬生川財産区管理会条例（平成１８年西条市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第９条 （略） 第９条 （略） 

第１０条 会長は、やむを得ない事由に

より前条の会議の開催が困難であると

認める場合は、全ての委員に対し、書

面又はこれに代わる電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式

で作られる記録をいう。）により、会議

に付すべき事項を回議することをもっ

て同条の会議の開催に代えることがで

きる。 

 

第１１条 第７条から前条までに定める

もののほか、管理会の議事運営に関し

必要な事項は、管理会が定める。 

第１０条 前３条      に定める

もののほか、管理会の議事運営に関し

必要な事項は、管理会が定める。 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

第１３条 （略） 第１２条 （略） 

第１４条 （略） 第１３条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由  

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合において、

書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。  
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議案第６３号 

 

西条市庄内財産区管理会条例の一部を改正する条例について 

 

西条市庄内財産区管理会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市庄内財産区管理会条例の一部を改正する条例 

西条市庄内財産区管理会条例（平成１９年西条市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第９条 （略） 第９条 （略） 

第１０条 会長は、やむを得ない事由に

より前条の会議の開催が困難であると

認める場合は、全ての委員に対し、書

面又はこれに代わる電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式

で作られる記録をいう。）により、会議

に付すべき事項を回議することをもっ

て同条の会議の開催に代えることがで

きる。 

 

第１１条 第７条から前条までに定める

もののほか、管理会の議事運営に関し

必要な事項は、管理会が定める。 

第１０条 前３条      に定める

もののほか、管理会の議事運営に関し

必要な事項は、管理会が定める。 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

第１３条 （略） 第１２条 （略） 

第１４条 （略） 第１３条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由  

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合において、

書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。  
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議案第６４号 

 

西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 

西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

西条市子ども・子育て会議条例（平成２５年西条市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（会議の開催が困難である場合の特例

 ） 

第７条 会長は、やむを得ない事由によ

り前条の会議の開催が困難であると認

める場合は、全ての委員に対し、書面

又はこれに代わる電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で

作られる記録をいう。）により、会議

に付すべき事項を回議することをもっ

て同条の会議の開催に代えることがで

きる。 

 

第８条 （略） 第７条 （略） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由  

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合において、

書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。  
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議案第６５号 

 

西条市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

 

西条市都市計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 

 



120 

西条市都市計画審議会条例の一部を改正する条例  

西条市都市計画審議会条例（平成１６年西条市条例第１７７号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（会議の開催が困難である場合の特例

） 

 

第７条 会長は、やむを得ない事由によ

り前条の会議の開催が困難であると認

める場合は、全ての委員及び議事に関

係のある臨時委員に対し、書面又はこ

れに代わる電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られ

る記録をいう。）により、会議に付す

べき事項を回議することをもって同条

の会議の開催に代えることができる。 

 

第８条 （略） 第７条 （略） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

第１０条 （略） 第９条  （略） 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由  

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合において、

書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。  
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議案第６６号 

 

西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例について 

 

西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例 

西条市空家等対策審議会条例（平成２８年西条市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（会議の開催が困難である場合の特例

） 

 

第７条 会長は、やむを得ない事由によ

り前条の会議の開催が困難であると認

める場合は、全ての委員に対し、書面

又はこれに代わる電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で

作られる記録をいう。）により、会議に

付すべき事項を回議することをもって

同条の会議の開催に代えることができ

る。 

 

第８条 （略） 第７条 （略） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

第１０条 （略） 第９条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

やむを得ない事由により、会議を招集して開催することが困難な場合において、

書面等による会議の開催を可能とするため、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。  
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議案第６７号 

 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例（平成１６年西条市条例第１４４

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第４章 （略） 

第５章 廃棄物減量等推進審議会（第

１９条） 

第６章 地域の生活環境（第２０条―

第２２条） 

第７章 雑則（第２３条―第２９条） 

第８章 罰則（第３０条・第３１条） 

附則 

目次 

第１章～第４章 （略） 

 

 

第５章 地域の生活環境（第１９条―

第２１条） 

第６章 雑則（第２２条―第２８条） 

第７章 罰則（第２９条・第３０条） 

附則 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

第５章 廃棄物減量等推進審議会  

第１９条 法第５条の７第１項の規定に

基づき、西条市廃棄物減量等推進審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

２ 審議会は、次に掲げる事項について

市長の諮問に応じ、審議し、市長に答

申するものとする。 

 

(1) 一般廃棄物の減量、再生利用及び

資源化に関する事項 

 

(2) 一般廃棄物の適正処理の推進に関

する事項 

 

(3) その他特に市長が必要と認める事

項 

 

３ 前項に定めるもののほか、審議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

第６章 （略） 第５章 （略） 

第２０条 （略） 第１９条 （略） 



129 

第２１条 （略） 第２０条 （略） 

第２２条 （略） 第２１条 （略） 

第７章 （略） 第６章 （略） 

第２３条 （略） 第２２条 （略） 

第２４条 （略） 第２３条 （略） 

第２５条 （略） 第２４条 （略） 

第２６条 （略） 第２５条 （略） 

第２７条 （略） 第２６条 （略） 

第２７条の２ （略） 第２６条の２ （略） 

第２８条 （略） 第２７条 （略） 

第２９条 （略） 第２８条 （略） 

第８章 （略） 第７章 （略） 

第３０条 （略） 第２９条 （略） 

第３１条 （略） 第３０条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の７第

１項の規定に基づき、西条市廃棄物減量等推進審議会を設置するため、所要の条例改

正を行おうとするものである。 
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報告第１号 

 

   令和２年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和２年度西条市繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



令和２年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

1 2 総務費 1 総務管理費
光ファイバ網整備事業
（新型コロナウイルス感染症
対策）

170,734,000 170,734,000

2
（仮称）ひと・夢・未来創造
拠点複合施設整備事業

368,415,000 368,415,000

3 4 衛生費 1 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチン
接種事業

36,031,000 32,158,000

4 2 清掃費
愛媛県廃棄物処理センター解
体事業

79,875,000 74,678,639

5 4 病院費
病院事業会計負担金・補助金
（新型コロナウイルス感染症
対策）

19,612,000 19,612,000

6 6 農林水産業費 1 農業費 ため池豪雨災害緊急対策事業 53,374,000 53,172,000

7
団体営震災対策農業水利施設
整備事業

24,000,000 24,000,000

8 2 林業費 水源の森整備事業 38,984,000 38,984,000

9 治山事業 36,071,000 27,103,000

10 3 水産業費
漁港施設ストックマネジメン
ト事業

124,960,000 124,960,000

11 8 土木費 1 土木管理費 木造住宅耐震改修事業 7,490,000 6,420,000

12 2 道路橋りょう費 楠浜北条線道路改良事業 216,857,000 180,523,000

13 下田明理川線道路改良事業 83,143,000 80,658,000

14 北条新田高松線道路改良事業 119,225,000 107,697,000

15 橋りょう耐震化事業 52,118,000 49,912,000

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

0 136,861,000 0 0 33,873,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 108,382,000 243,100,000 0 16,933,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 32,158,000 0 0 0 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 0 600,000 0 74,078,639
工法の検討等に不測の日数を要した
ため。

0 15,721,000 0 0 3,891,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 1,300,000 48,300,000 3,296,000 276,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 24,000,000 0 0 0 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 10,700,000 10,700,000 0 17,584,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 0 27,100,000 0 3,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

0 62,480,000 58,900,000 0 3,580,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 4,500,000 0 0 1,920,000
補助金交付先の事業に不測の日数を
要したため。

0 93,779,000 82,300,000 0 4,444,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 44,354,000 34,400,000 0 1,904,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 59,212,000 46,000,000 0 2,485,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 27,262,000 20,000,000 0 2,650,000
工事委託先の契約事務において不測
の日数を要したため。

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

左 の 財 源 内 訳
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令和２年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款

16 5 都市計画費
都市公園安全・安心対策緊急
総合支援事業

12,319,000 10,322,000

17 喜多川朔日市線改良事業 50,742,000 48,024,000

18 6 住宅費 （仮称）新泉町団地整備事業 1,383,000 1,181,000

19 10 教育費 2 小学校費
小学校管理費
（新型コロナウイルス感染症
対策）

23,600,000 23,600,000

20 3 中学校費
中学校管理費
（新型コロナウイルス感染症
対策）

10,000,000 10,000,000

21 5 社会教育費 石鎚黒茶製造技術調査事業 4,591,000 3,852,000

22 6 保健体育費
保健体育一般管理費
（新型コロナウイルス感染症
対策）

10,743,000 10,052,000

23 11 災害復旧費 2
公共土木施設災
害復旧費

道路橋りょう災害復旧事業
（令和2年台風10号災）

48,700,000 32,090,000

1,592,967,000 1,498,147,639合　　　　　　　　　　　　　　　計
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

左 の 財 源 内 訳

0 4,955,000 4,800,000 0 567,000
工法の検討に不測の日数を要したた
め。

0 17,333,000 28,400,000 0 2,291,000
用地交渉において不測の日数を要し
たため。

0 525,000 0 0 656,000
入居者の移転に不測の日数を要した
ため。

0 21,259,000 0 0 2,341,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 9,008,000 0 0 992,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

0 2,500,000 0 0 1,352,000
報告書作成に必要な調査の完了に不
測の日数を要したため。

0 8,612,000 0 0 1,440,000
入札不調により契約締結に不測の日
数を要したため。

0 16,618,000 11,800,000 0 3,672,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

0 701,519,000 616,400,000 3,296,000 176,932,639
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関係法令 

 地方自治法施行令 

（繰越明許費） 

第１４６条 （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

３ （略） 
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報告第２号 

 

   令和２年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和２年度西条市病院事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り

越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より、報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



令和２年度　西条市病院事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 1 資本的支出 2 建設改良費 病室空調更新工事 19,612,000 0 19,612,000

19,612,000 0 19,612,000

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款 項 事 業 名 予算計上額
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企業債 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円

0 0 0 0 0
関係機関との協議等に不測の日数
を要したため。

0 0 0 0 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額

139
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関係法令 

 地方公営企業法 

（予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に

支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度

に繰り越して使用することができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地

方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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報告第３号 

 

   令和２年度西条市公共下水道事業会計継続費繰越計算書について 

 

 令和２年度西条市公共下水道事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の

２第１項の規定により、報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



別紙 令和２年度　西条市公共下水道事業会計継続費繰越計算書

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計

円 円 円 円

1 1 資本的支出 1 建設改良費 ポンプ場建設事業 946,100,000 259,484,000 259,516,000 519,000,000

946,100,000 259,484,000 259,516,000 519,000,000

番号 款 項 事　業　名
継続費の
総　　額

令 和 2 年 度 継 続 費 予 算 現 額

合　　　　計
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国庫補助金 企業債
損益勘定留保
資 　金 　等

円 円 円 円 円 円 円

389,000,000 130,000,000 130,000,000 65,000,000 58,500,000 6,500,000 0

389,000,000 130,000,000 130,000,000 65,000,000 58,500,000 6,500,000 0

説　明

翌年度逓次繰越額に
係る財源内訳

翌年度逓次繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

支払義務
発 生 額

残　額
翌　年　度
逓次繰越額
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関係法令 

 地方公営企業法施行令 

（継続費） 

第１８条の２ 地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事

業年度内に支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その

額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合にお

いては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画につ

いて、継続費繰越計算書をもって翌事業年度の５月３１日までに報告するものと

し、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告し

なければならない。 

２、３ （略） 
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報告第４号 

 

   令和２年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和２年度西条市公共下水道事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の

規定により、報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



別紙 令和２年度　西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 1 資本的支出 1 建設改良費 管渠建設事業 531,851,000 429,243,930 59,178,000

2 処理場改良事業 359,631,000 76,223,640 283,350,000

891,482,000 505,467,570 342,528,000合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額
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国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金等

円 円 円 円 円

3,839,000 44,100,000 11,239,000 43,429,070 0
関係機関との協議、調整に不測の
日数を要したため。

155,842,000 113,300,000 14,208,000 57,360 0
入札不調により契約締結に不測の
日数を要したため。

159,681,000 157,400,000 25,447,000 43,486,430 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額
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関係法令 

 地方公営企業法 

（予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に

支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度

に繰り越して使用することができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地

方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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報告第５号 

 

   西条市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、西条

市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 

 



151 

報告第６号 

 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益

財団法人佐伯記念育英会の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 

 



153 

報告第７号 

 

   株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社西条産業情報支援センターの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 

 



155 

報告第８号 

 

   株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社ソラヤマいしづちの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



156 

関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第９号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第５号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和３年５月１０日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

  広島県福山市南蔵王町６丁目２６番７号 

   株式会社ハローズ 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の看板の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

看板の損害に係る額 金５０，６００円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 消防車両に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るため専決処分

したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第１０号 

 

   権利の放棄について 

 

 西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により、非強

制徴収債権について権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、次のとおり

報告する。 

 

  令和３年６月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 放棄した債権の内容 

令和２年度以前に時効期間を経過した水道料金等のうち、時効援用の申出がなく、

西条市債権管理条例第１６条各号の債権放棄事由に該当する債権 

 

２ 放棄した債権額等一覧 

(1)  上水道料金等 

放棄事由 件 数 債権額（円） 

第５号（死亡・相続人不存在等） ６ ８６，４４９ 

第７号（行方不明等） ２０ ３００，５６３ 

合 計 ２６ ３８７，０１２ 

 

(2)  簡易水道料金 

放棄事由 件 数 債権額（円） 

第５号（死亡・相続人不存在等） １ １１，７２２ 

合 計 １ １１，７２２ 

 

(3)  西ひうち水道料金 

放棄事由 件 数 債権額（円） 

第２号（破産） １ ２，２１０ 

合 計 １ ２，２１０ 

 

３ 債権を放棄した日 

  令和３年３月３１日 
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提案理由 

水道料金等の債権の回収が著しく困難又は不能であると認められるため、西条市

債権管理条例第１６条の規定により権利を放棄したので、同条例第１７条の規定に

より、議会に報告するものである。 

 

関係法令 

 西条市債権管理条例 

（債権の放棄） 

第１６条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄す

ることができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負

担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のい

ずれにも該当しないときは放棄することはできない。 

(1) （略） 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令の規定により、債務者が

その責任を免れたとき。 

(3)、(4) （略） 

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相

続放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額

が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市

以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(6) （略） 

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、非強制徴収債権の

徴収の見込みがないと認められるとき。 

(8)、(9) （略） 

（報告） 

第１７条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところに

より議会に報告しなければならない。 


